
憲法壊した安倍元総理・最後「国葬」も憲法違反

勝手に決めるな・国葬はやめよ

法
治
主
義
壊
し
た
安
倍
内
閣

洛
西
生
協
前
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ

29
日
行
動
に
参
加
を

9
月
29
日(

木
）

午
後
4
時
か
ら

4
時
30
分

境
谷
本
通

洛
西
生
協
交
差
点

マ
ス
ク
着
用
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
小
雨
決
行
。

洛
西
平
和
ネ
ッ
ト

発
行

２
０
２
２
年
9
月
13
日

事
務
局

連
絡
先

Ｔ
Ｅ
Ｌ

０
９
０
ー
７
８
８
５
ー
２
４
３
０

憲
法
９
条
改
悪
を
許
さ
な
い
署
名

広
げ
て
下
さ
い
。

https://9zyo.com/

日
本
の
政
治
は
憲
法
と
そ
れ
に
基
づ
く
法
律
に
よ
り
行
わ
れ
る
の
が
当
た
り
前

の｢

法
治
国
家｣

で
す
が
、
安
倍
元
総
理
は
憲
法
を
無
視
し
、
法
律
す
ら
無
視
し
て

｢

閣
議
決
定｣

で
国
政
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

共
謀
罪
は
憲
法
違
反

「
共
謀
罪
」
法
は
、
日
本
の
刑
法
の
大
原
則
と
相
い
れ
な
い
法
律
で
す
。
こ
れ

ま
で
の
刑
法
体
系
で
は
、
犯
罪
の
具
体
的
行
為
が
あ
っ
て
初
め
て
処
罰
さ
れ
る
こ

と
が
基
本
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
「
共
謀
罪
」
法
は
２
７
７
も
の
犯
罪
を
対
象
に
、

実
際
に
事
件
が
起
き
て
い
な
い
段
階
で
も
２
人
以
上
で
「
計
画
」
し
、
う
ち
１
人

が
「
実
行
準
備
行
為
」
を
し
た
と
捜
査
機
関
が
判
断
す
れ
ば
全
員
処
罰
で
き
る
と

い
う
仕
組
み
で
す
。

「
計
画
」
を
犯
罪
と
し
て
立
証
す
る
に
は
、｢

内
心｣

を
捜
査
せ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
電
話
や
メ
ー
ル
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
な
ど
の
会
話
を
傍
受
す
る
盗
聴
の
拡
大
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。
「
共
謀
罪
」
法
は
、
憲
法
が
保
障
す
る
思
想
・
良
心
の
自
由
、
表

現
の
自
由
、
通
信
の
秘
密
を
侵
害
す
る
紛
れ
も
な
い
違
憲
立
法
で
す
。

戦
争
法
は
憲
法
違
反

安
保
法
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
憲
法
審
査
会
に
お
け
る
３
名
の
参
考
人
を
は

じ
め
と
す
る
多
く
の
憲
法
学
者
、
歴
代
の
内
閣
法
制
局
長
官
、
さ
ら
に
は
元
最
高

裁
判
所
長
官
を
含
む
最
高
裁
判
所
判
事
経
験
者
が
そ
の
違
憲
性
を
指
摘
し
ま
し
た
。

岸
田
内
閣
も
憲
法
守
ら
な
い

岸
田
内
閣
も
安
倍
政
治
を
引
き
継
ぎ
、
さ
ら

に｢

敵
基
地
攻
撃
能
力
を
強
め
る｣

軍
事
費
を
Ｇ

Ｄ
Ｐ
の
2
％
、
現
在
の
2
倍
に
し
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の｢

安
倍
国
葬｣

は
法
律
も
な
い

の
に
強
行
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

『
日
本
国
民
全
体
』
に
弔
意
を
求
め
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
国
民
へ
の
弔
意
の
強
制
と
な
る
。
憲

法
19
条
『
思
想
お
よ
び
良
心
の
自
由
』
に
反
す

る
憲
法
違
反
で
す
。

安
倍
・
統
一
教
会
葬
は
終
っ
た

エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
死
去

イ
ギ
リ
ス
で
は
国
葬
を
行
う
法
律
が
有

り
、
女
王
で
あ
っ
て
も
議
会
で
国
葬
を
議

決
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
、
国
葬
に
つ
い
て
法
律
は
一

切
無
く
、
国
会
も
開
か
ず
、｢

閣
議
決
定｣

で
実
行
す
る
事
は
二
重
の
誤
り
で
す
。

西
京
ピ
ー
ス
ウ
オ
ー
ク

戦
争
法
が
強
行
さ
れ
た
の
は
２
０
１
５

年
９
月
１
９
日
で
す
。
７
年
目
の
節
目
に

ピ
ー
ス
ウ
オ
ー
ク
を
行
い
ま
す
。

安
倍
元
総
理
の｢

国
葬｣

反
対
。

統
一
協
会
信
者
の
被
害
を
極
限
ま
で
広

げ
た
反
社
勢
力
許
さ
な
い
。

自
民
党
の
総
裁
選
挙
ま
で
浸
食
し
た
統

一
協
会
と
の
癒
着
は
許
せ
ま
せ
ん
。

９
月
19
日(

月
・
祝
）

午
前
10
時
集
合

巽
公
園
（
桂
駅
西
口
北
西
）

～
東
口
ま
で
歩
き
ま
す
。

主
催

西
京
ピ
ー
ス
ウ
オ
ー
ク
実
行
委
員
会

午
後
4
時
30
分
よ
り
市
役
所
前
で
集
会
と

デ
モ
行
進
も
行
わ
れ
ま
す
、
ご
参
加
を
。

韓
国
で
8
月
12
日
、

「
世
界
平
和
統
一
家
庭

連
合
」
い
わ
ゆ
る
“
統

一
教
会
”
の
大
規
模
な

会
合
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

会
場
に
は
献
花
台
が

置
か
れ
安
倍
元
首
相
に

対
す
る
追
悼
の
時
間
が

と
ら
れ
る
中
、
ア
メ
リ

カ
の
ト
ラ
ン
プ
前
大
統

領
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄

せ
ま
し
た
。

ト
ラ
ン
プ
前
政
権
で

国
務
長
官
を
務
め
た
ポ

ン
ペ
オ
氏
や
カ
ナ
ダ
の

ハ
ー
パ
ー
前
首
相
ら
各

国
の
有
力
者
が
出
席
し

て
い
ま
す
。

広告塔となった萩生田政調会長

憲
法
14
条
に
も
反
す

「
す
べ
て
国
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で

あ
っ
て
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的

身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済

的
又
は
社
会
的
関
係
に
お
い
て
、
差
別
さ

れ
な
い
。
」
に
も
反
し
ま
す
。

死
者
を
政
治
利
用
す
る
行
為
は
厳
に
慎

む
べ
き
で
す
。



住民税非課税所帯1600万の貧困日本

消費税を5％に下げる事で国民の暮らし守れ

日
本
の
円
安
は
歴
史
的
水
準

も
っ
と
貧
困
が
す
す
む
可
能
性

ド
ル
円
為
替
レ
ー
ト
が
１
４
０
円
と
円
安
が
叫
ば
れ
て
い
ま

す
が
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
は
ど
う
な
る
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
指
数
に
実
質
実
効
為
替
レ
ー
ト
が

あ
り
ま
す
。
各
国
の
中
央
銀
行
や
国
際
決
済
銀
行
（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
）

が
公
表
し
て
い
ま
す
。

こ
の
指
数
を
見
れ
ば
日
本
円
は
50
年
前
の
１
９
７
２
年
、

当
時
の
円
ド
ル
相
場
が
３
０
８
円
の
固
定
レ
ー
ト
の
時
代
よ
り

低
く
な
っ
て
い
ま
す
。
７
月
時
点
で
58
・
7
と
さ
ら
に
下
げ

て
い
ま
す
。

１
９
８
０
～
９
０
年
代
、
円
高
で
バ
ブ
ル
と
言
わ
れ
た
時
代
、

日
本
資
本
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
５
番
街
を
買
い
あ
さ
り
ま
し

た
。
ハ
ワ
イ
の
ア
ラ
モ
ア
ナ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を
１
９

８
２
年
、
ダ
イ
エ
ー
の
子
会
社
が
、
隣
接
す
る
ビ
ル
と
と
も
に

約
3
億
3
千
万
ド
ル
で
買
収
。
現
在
、
こ
の
逆
転
現
象
が
起

こ
っ
て
い
ま
す
。

中
国
な
ど
外
国
資
本
が
日
本
を
買
い
あ
さ
っ
て
い
ま
す
。

円
の
実
力
は
世
界
の
中
で
、
そ
れ
ほ
ど
安
く
、
低
下
し
て
い

る
の
で
す
、
日
本
の
経
済
政
策
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

で
す
。
日
銀
の
黒
田
総
裁
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
る｢

異
次
元

の
金
融
緩
和
」
を
今
で
も
進
め
世
界
経
済
の
動
き
と
反
対
の
政

策
を
続
け
て
い
ま
す
。
も
し
金
融
引
き
締
め
を
行
え
ば
発
行
し

た
日
本
国
債
が
暴
落
、
利
払
い
が
出
来
な
く
な
る
と
言
う
地
獄

に
落
ち
込
む
危
険
性
が
あ
り
、
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
い
か
な
い

状
況
に
陥
っ
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
世
界
情
勢
は
混
迷
を
深
め
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
・
ロ
シ

ア
問
題
と
コ
ロ
ナ
渦
に
お
け
る
混
乱
に
お
い
て
輸
入
に
た
よ
る

日
本
は
物
価
高
に
翻
弄
さ
れ
て
い
ま
す
。

毎
月
、
食
料
な
ど
の
値
上
が
り
が
続
き
、
生
活
を
襲
い
ま
す
。

さ
ら
に
年
金
が
下
げ
ら
れ
、
高
齢
者
の
医
療
費
の
負
担
増
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
値
上
げ
な
ど
取
り
巻
く
状
況
は
危
険
水
域
に

な
り
、
国
民
生
活
は
耐
え
ら
れ
な
い
領
域
ま
で
来
て
い
ま
す
。

消
費
税
減
税
・
大
幅
賃
上
げ
が
必
要
で
す
。

輸
入
に
頼
る
日
本
経
済
で
国
民
の
暮
ら
し
は
、
さ
ら
な

る
円
安
進
行
で
ど
ん
ど
ん
苦
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
・
金
融
緩
和｣

の
誤
っ
た
経
済
を
な

お
も
続
け
る
岸
田
内
閣
で
す
が
、
参
議
院
選
挙
の
野
党
選

挙
公
約
を
実
現
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

消
費
税
は
5
％
や
0
％
な
ど
の
減
税
公
約
や
、
原
油

価
格
の
上
昇
に
対
す
る
揮
発
油
税
等
の
「
ト
リ
ガ
ー
条
項
」

の
凍
結
を
解
除
し
、
発
動
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
と
の
主

張
が
多
く
な
さ
れ
ま
し
た
が
政
府
は
、
元
売
り
各
社
へ
の

補
助
金
で
ご
ま
か
し
て
い
ま
す
。

ま
た
消
費
税
減
税
は
全
て
の
国
民
の
暮
ら
し
を
支
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
岸
田
総
理
は
突
然｢

住
民
税
非
課

税
世
帯
」
に
5
万
円
の
給
付
金
を
言
い
出
し
ま
し
た
。

み
ず
ほ
リ
サ
ー
チ
＆
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
の
酒
井
才
介
氏

の
試
算
に
よ
る
と
、
価
格
上
昇
に
よ
る
２
０
２
２
年
度
の

世
帯
（
2
人
以
上
）
の
負
担
は
、
政
府
の
物
価
高
対
策

の
効
果
を
考
慮
し
て
も
、
前
年
度
と
比
べ
て
平
均
で
約

7
万
8
千
円
増
え
る
。
内
訳
は
食
料
品
が
約
3
万
6
千

円
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
約
3
万
4
千
円
、
家
具
・
家
電
が

約
8
千
円
と
い
い
ま
す
。

今
こ
そ
国
会
を
開
き
国
民
の
暮
ら
し
を
守
る
た
め
に
消

費
税
の
引
き
下
げ
や
年
金
の
減
額
中
止
、
社
会
保
障
の
負

担
の
軽
減
な
ど
の
対
策
を
取
る
べ
き
で
す
。

長
岡
京
市
や
向
日
市
な
ど
、
多
く
の
地
方
自
治
体
で
は

住
民
に
ク
ー
ポ
ン
や
給
付
金
を
実
現
し
て
い
ま
す
が
、
京

都
市
は
一
切
有
り
ま
せ
ん
。
敬
老
乗
車
証
の
切
り
替
え
書

類
が
届
い
て
い
ま
す
が
負
担
金
が
倍
増
、
大
型
開
発
優
先

の
住
民
無
視
の
市
政
は
許
せ
ま
せ
ん
。

「
住
民
基
本
台
帳
に
基
づ
く
人
口
、
人
口
動
態
及
び
世

帯
数
の
ポ
イ
ン
ト
（
令
和
４
年
１
月
１
日
現
在
）
」
に
よ

れ
ば
、
外
国
人
世
帯
を
含
む
総
世
帯
数
は
５
９
７
６
万
世

帯
。
こ
の
う
ち
、
２
７
％
の
約
１
６
０
０
万
世
帯
が
対
象

に
な
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
活
が
苦
し
い
の
は
国
民
の

多
数
で
す
。
一
時
し
の
ぎ
の
給
付
金
で
な
く
消
費
税
減
税

を
行
う
べ
き
で
す
。

こ
の
物
価
対
策
５
万
円
給
付
に
は
、
９
０
０
０
億
円
程

度
の
財
源
が
必
要
と
の
こ
と
で
す
。

安
倍
元
首
相
の
国
葬
に
１
６
億
６
千
万
円
と
言
い
ま

す
が
、
も
っ
と
増
え
る
事
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
見
れ
ば
明

ら
か
で
、
批
判
を
押
さ
え
る
た
め
の
給
付
金
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
イ
ン
ド
5
兆
円
・
ア
フ
リ
カ
に
4
兆
円
投
資

を
約
束
し
た
岸
田
内
閣
、
さ
ら
に
軍
事
予
算
を
倍
増
、
国

民
の
暮
ら
し
に
は
雀
の
涙
、
ま
っ
た
く
日
本
の
状
況
を
分

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

岸
田
の
思
い
つ
き
給
付
金

住
民
守
る
自
治
体
か

住
民
苦
し
め
る
自
治
体
か
？

住
民
税
非
課
税
所
帯
２
７
％


